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目的

評価方法

• 東京電力福島第一原子力発電所事故による緊急対応が必
要な地域・集団を特定する 

• そのために事故後１年間の被ばく線量を推計する 
• 線量推計の結果を基に、日本及び世界の住民の健康リス
クを評価する 

• 線量推計には、保守的な条件を設定し被ばく線量を評価 
• 外部被ばく及び内部被ばくからの線量を推計 
• 年齢別（１歳（乳児）、10歳（小児）、20歳（成人））
及び地域別に被ばく線量を推計 


